
○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（抜粋） 

（平成２７年３月１８日厚生労働省告示第７０号） 

 

この指針は、（略）第六期（平成二十七年度から平成二十九年度まで）の市町村介

護保険事業計画（略）の策定のための基本的事項を定めるとともに、（略）地域支援

事業の実施が計画的に図られるようにすることを目的とするものである。 

 

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項 

 一 地域包括ケアシステムの基本的理念 

  ２ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備 

    地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅医療

を受ける患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要であることから、

国又は都道府県の支援のもと、市町村が主体となって地域の医師会等と協働し

て、在宅医療の実施に係る体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確

保・養成を推進することが重要である。 

    今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高齢者

の増加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域に

おいて継続して日常生活を営むことができるよう、市町村は、退院支援、日常

の療養支援、急変時の対応、看取り等の様々な局面において、地域における在

宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連

携（以下「在宅医療・介護連携」という。）を推進するための体制の整備を図

ることが重要である。 

    そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護師又はリハビリテーションの提

供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士等の医療関係職種と介

護福祉士、介護支援専門員等の介護関係職種との連携が重要であり、市町村が

主体となって、医療及び介護の連携の核となる人材の育成を図りつつ、地域の

医師会等と協働し在宅医療・介護連携の推進を図ることが重要である。 

 

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項 

 三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項 

  １ 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必要な事項 

   (一) 在宅医療・介護連携の推進 

      在宅医療・介護連携の推進により、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持

つ高齢者を地域で支えていくため、医療計画（医療法第三十条の四第一項

に規定する医療計画をいう。以下同じ。）に基づく医療機能の分化と併行

して、市町村が主体となって、日常生活圏域において必要となる在宅医

療・介護連携のための体制を充実させることが重要である。市町村は、地

域の医師会等の協力を得つつ、在宅医療・介護連携を計画的かつ効果的に

推進するため以下の事業内容に関し具体的な実施時期等を定めることが

重要である。 

資料３ 



 

    イ 地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用を行

う事業 

    ロ 医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者（以下「医療・介護

関係者」という。）により構成される会議の開催等を通じて、在宅医療・

介護連携に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討す

る事業 

    ハ 医療・介護関係者と共同して、在宅医療及び在宅介護が円滑に提供され

る仕組みの構築に向けた具体的な方策を企画及び立案し、当該方策を他の

医療・介護関係者に周知する事業 

    ニ 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業 

    ホ 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業 

    ヘ 医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得や

当該知識の向上のために必要な研修を行う事業 

    ト 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を

行う事業 

    チ 他の市町村との広域的な連携に資する事業 

 

（以下略） 
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平成２７年２月２３日（月）
全国厚生労働関係部局長会議

老健局 重点事項説明資料



【財源構成】
国 25%
都道府県

12.5%
市町村

12.5%
1号保険料

21%
2号保険料

29%

※27年度
以降は、1
号保険料
22%、2号

保険料が
28%に変更

【財源構成】
国 39.5%
都道府県

19.75%
市町村

19.75%
1号保険料

21%

※27年度

以降は、国
39%、都道
府県19.5%
市町村
19.5%、1号
保険料22%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携の推進

○ 認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等）

○ 生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

新しい地域支援事業の全体像
＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

全市町村で
実施
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○ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地
域における医療・介護の関係機関（※）が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。
（※）在宅療養を支える関係機関の例

・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等 （定期的な訪問診療等の実施）

・病院・在宅療養支援病院・診療所（有床診療所）等 （急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施）

・訪問看護事業所、薬局 （医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等）

・介護サービス事業所 （入浴、排せつ、食事等の介護の実施）

○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府
県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制
の構築を推進する。

【24年度要求額 ：１８０４百万
円 】

地域包括支援センター

在宅療養支援診療所等

利用者・患者
在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等

介護サービス事業所

訪問診療

訪問看護等

訪問診療
介護サービス

一時入院
（急変時の診療や一時受入れ）

連携

訪問看護事業所、薬局等

在宅医療・介護連携支援に関する相談窓口
（郡市区医師会等）

関係機関の
連携体制の
構築支援

都道府県・保健所
後方支援、
広域調整等
の支援

市町村

・地域の医療・介護関係者による会議の開催
・在宅医療・介護連携に関する相談の受付
・在宅医療・介護関係者の研修 等

※市区町村役場、地域包括支援センターに設
置することも可能

在宅医療・介護連携の推進
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地域の医療機関の分布、医療機能
を把握し、リスト・マップ化
必要に応じて、連携に有用な項目
（在宅医療の取組状況、医師の相
談対応が可能な日時等）を調査
結果を関係者間で共有

（ア）地域の医療・介護サービス資源の把握

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と
対応策の検討

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を
開催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し、
課題の抽出、対応策を検討

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援

医療・介護関係者の連携を支援するコーディ
ネーターの配置等による、在宅医療・介護連携
に関する相談窓口の設置・運営により、連携の
取組を支援。

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援

情報共有シート、地域連携パス等の活用
により、医療・介護関係者の情報共有を
支援
在宅での看取り、急変時の情報共有にも
活用

（キ）地域住民への普及啓発

地域住民を対象に
したシンポジウム等
の開催
パンフレット、チラ
シ、区報、HP等を
活用した、在宅医
療・介護サービスに
関する普及啓発
在宅での看取りにつ
いての講演会の開催
等

（カ）医療・介護関係者の研修

地域の医療・介護関係者がグループワーク等を
通じ、多職種連携の実際を習得
介護職を対象とした医療関連の研修会を開催
等

（ウ）切れ目のない在宅医療と介護サービスの
提供体制の構築推進

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅
医療・介護サービスの提供体制の構築を推進

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区
町村の連携

◆同一の二次医療圏内にある市区町村や隣
接する市区町村等が連携して、広域連携
が必要な事項について検討

例）二次医療圏内の病院から退院する事例
等に関して、都道府県、保健所等の支援
の下、医療・介護関係者間で情報共有の
方法等について協議 等

○事業項目と取組例

○ 在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成

25年度～）により一定の成果。それを踏まえ、介護保険法の中で制度化。

○ 介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等と連携しつつ取り組む。

○ 実施可能な市区町村は平成27年4月から取組を開始し、平成30年4月には全ての市区町村で実施。

○ 各市区町村は、原則として（ア）～（ク）の全ての事業項目を実施。

○ 事業項目の一部を郡市区医師会等（地域の中核的医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。

○ 都道府県・保健所は、市区町村と都道府県医師会等の関係団体、病院等との協議の支援や、都道府県レベルでの研修等により支援。国

は、事業実施関連の資料や事例集の整備等により支援するとともに、都道府県を通じて実施状況を把握。

在宅医療・介護連携推進事業（介護保険の地域支援事業、平成27年度～）
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地域における医療及び介護の
総合的な確保について

（参考資料）

ＫＹＯＮＯ
テキストボックス

ＫＹＯＮＯ
タイプライターテキスト
※医療介護総合確保促進会議（Ｈ２６．７．２５開催）時の資料

ＫＹＯＮＯ
タイプライターテキスト

ＫＹＯＮＯ
タイプライターテキスト

ＫＹＯＮＯ
タイプライターテキスト



在宅医療の体制（イメージ）

○入院医療機関と在宅医療に
係る機関との協働による
退院支援の実施

退院支援

・病院・診療所

・訪問看護事業所

・薬局

・居宅介護支援事業所

・地域包括支援センター

・在宅医療において積極

的役割を担う医療機関

・在宅医療に必要な連携

を担う拠点

等
○ 在宅療養者の病状の急変時における緊急往診体制

及び入院病床の確保

急変時の対応

・病院・診療所

・訪問看護事業所

・薬局

・在宅医療において積極的役割を担う医療機関

・在宅医療に必要な連携を担う拠点 等

日常の療養支援

病院・診療所、訪問看護事業所、薬局、居宅介護支援事業所、

地域包括支援センター、介護老人保健施設

短期入所サービス提供施設

在宅医療において積極的役割を担う医療機関

在宅医療に必要な連携を担う拠点 等

○ 多職種協働による患者や家族の生活を支える観点からの医療の
提供

○ 緩和ケアの提供

○ 家族への支援
○住み慣れた自宅や介護

施設等、患者が望む場所
での看取りの実施

看取り

・病院・診療所

・訪問看護事業所

・薬局

・居宅介護支援事業所

・地域包括支援センター

・在宅医療において積極

的役割を担う医療機関

・在宅医療に必要な連携

を担う拠点 等

急
変
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